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《項 目》

①令和８年度入札契約制度の改正点

１−１ 「週休２日制モデル工事」試行要領の
一部改正について

１−２ 社会保険等未加入対策について
１−３ 入札金額見積内訳書の様式改正について

１



① 令和８年度 入札契約制度の改正点

１－１ 「週休２日制モデル工事」試行要領の一部改正について

２

≪主な改正点≫

〇完全週休２日導入

今までの通期・月単位での週休２日制から、全ての週の土日を現場閉所とする

〇工事成績評点における加点の廃止

加点を行わない

≪現状≫ ≪改正後≫



〇補正係数の変更（引き下げ）

【土木工事】

【建築工事】

通期月単位
１．０２１．０４労務費
１．０２１．０２機械経費（賃料）

１．０２１．０３共通仮設費
１．０３１．０５現場管理費

通期月単位完全週休２日

－１．０２１．０２

－−－

－１．０１１．０２

－１．０２１．０３

通期月単位完全週休２日

－１．０２１．０２

－−１．０１

通期月単位
１．０２１．０４労務費

−－現場管理費

≪現状≫ ≪改正後≫

≪現状≫ ≪改正後≫

（１）「週休２日制モデル工事」試行要領の一部改正について① 令和８年度 入札契約制度の改正点

１－１ 「週休２日制モデル工事」試行要領の一部改正について

なお、市場単価の補正率などの詳細については、試行要領をご確認ください。
ＵＲＬ：https://www.city.fukaya.saitama.jp/business/nyusatsukeiyaku/osirase/15427.html ３

https://www.city.fukaya.saitama.jp/business/nyusatsukeiyaku/osirase/15427.html


① 令和８年度 入札契約制度の改正点

１－２ 社会保険等未加入対策について

４

■社会保険等未加入業者を下請負人とすることの禁止
社会保険等（健康保険、厚生年金保険、雇用保険）未加入対策として、

社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることを原則禁止します。
※元請業者に対する禁止事項（1次下請及び2次下請以降の全てを対象）

【参考】深谷市建設工事標準請負契約約款（抜粋）
（下請負人の健康保険等加入義務等）

第７条の３ 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者
（建設業法第２条第３項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。）を下請負人としてはならない。

（１） 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出
（２） 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出
（３） 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出



① 令和８年度 入札契約制度の改正点

１－２ 社会保険等未加入対策について

５

■法定福利費の内訳明示
社会保険等未加入対策として、また元請・下請間での適正な法定福利費の

確保につなげるため、法定福利費の内訳を明示した内訳書の提出を求めます。

【参考】深谷市建設工事標準請負契約約款（抜粋）
（請負代金内訳書及び工程表）
第３条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書（以下「内訳書」
という。）及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

２ 内訳書には、材料費、労務費、法定福利費（建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額を
いう。）、安全衛生経費（建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律（平成28年法律
第111号）第10条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。）並びに建設業
退職金共済契約（中小企業退職金共済法（昭和34年法律第160号）第２条第５項に規定する特定業種退職
金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。）に係る掛金を明示するものとする。



① 令和８年度 入札契約制度の改正点

１－３ 入札金額見積内訳書の様式改正について

６

■見積内訳書の記載内容の追加
建設業法等の一部を改正する法律により，入札契約適正化法が改正され，入

札金額の内訳として「材料費・労務費およびこの公共工事に従事する労働者に
よる適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるも
のその他この公共工事の施工のために必要な経費」を記載した内訳書を提出す
ることが義務化されました。

〇記載が追加となった項目
①材料費 ②労務費 ③法定福利費 ④建退協掛金 ⑤安全衛生費
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７



② 入札契約制度（全般）について

２－１ 電子入札の注意点について
■代表者等が変更となった場合

代表者や契約締結権限を持つ方に変更が生じた場合は、変更申請手続きを行い、必ず新しい代
表者等の名義に変更した電子証明書で入札してください。

・変更申請先は、「埼玉県の共同受付窓口」へ
・電子証明書（ＩＣカード）の変更手続きは、各認証事業者へ

前任者名義の電子証明書で行った入札は無効となりますのでご注意ください。
※ 電子証明書の変更処理が間に合わない場合は、「紙入札方式参加申請書」を指定された期日まで

に提出してください。

※ そもそも電子証明書を取得しておらず、電子入札への参加準備が整っていないなどの理由で
は、紙入札方式での参加は認めません。

≪参考資料≫
電子入札システムにおける代表者等変更時の取扱いについて

８



② 入札契約制度（全般）について

２－１ 電子入札の注意点について
■入札金額見積内訳書の提出について

建設工事等については、入札参加者が自ら適正な積算を行っているかを確認するため、入札金額見積内
訳書の提出が義務付け※られています。

※建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳を記載した書類を
提出しなければならない。（入札契約適正化法第１２条）

・入札金額見積内訳書は、入札案件毎に、公告と併せて案件名や科目等、必要な情報を入力したものを電
子入札システムに添付しますので、そちらの内訳書を使用してください。

・内訳書の提出がない場合や内訳書の内容に不備（提出者名の誤記や未入力、入札金額と内訳書総額の相
違、積算の計算誤り、内訳書の添付間違え等）がある場合は、当該入札は無効となりますのでご注意くだ
さい。

・令和８年度より様式が改正となっておりますのでご注意ください
≪参考資料≫

建設工事等における不備な入札金額見積内訳書の取扱要領
９



② 入札契約制度（全般）について

２－２ 事後審査型入札について
電子入札で行う一般競争入札は、事後審査型入札で実施します。
■事後審査型入札とは

開札後、落札決定を一時保留し、落札候補者に対して入札参加資格要件を満たし
ているかどうかの審査を実施した後に、落札決定を行うもの。

■資格審査のための書類提出の際の注意点
・電子入札システムより「保留通知書」を受けた日の翌日から起算して
２日以内（休日は除く）に提出してください。（持参又は電子メール）

・提出期限までに確認資料を提出しない場合は、失格とするとともに入札参加停止
等要綱に基づく「警告」措置とします。
≪参考資料≫

事後審査フロー、落札候補者に係る確認資料等の提出について
１０



② 入札契約制度（全般）について

２－３ 予定価格、最低制限価格について
■予定価格について

全ての発注案件について
設計金額＝予定価格 としています。 ※公表時期については、事後公表（契約締結後）

■最低制限価格について【建設工事】
建設工事＝直接工事費×９７％＋共通仮設費×９０％

＋現場管理費×９０％＋一般管理費等×６８％
※解体工事等を除く設計金額が２００万円を超え、低入札価格調査制度対象外のもの
※設計金額の７５％を下回る場合は７５％の額、９２％を上回る場合は９２％の額

解体工事等＝直接工事費×７５％＋共通仮設費×７０％
＋現場管理費×７０％＋一般管理費等×３０％

※解体工事及び造成工事で設計金額が２００万円を超え、変動型最低制限価格制度対象外のもの
１１



② 入札契約制度（全般）について

２－３ 予定価格、最低制限価格について
■最低制限価格について【コンサル・業務委託】

コンサル・その他の業務 ＝設計金額×８０％
※設計金額が１００万円を超えるもの。労務単価の積み上げが主となる業務委託。

■変動型最低制限価格制度について

深谷市では、実際の入札価格に基づいて最低制限価格を算定することで、より市場価格が反映されやすい、
変動型最低制限価格制度を試行的に導入しています。

【対象案件】 予定価格が２００万円を超える解体工事
予定価格が１００万円を超え、地域要件を県内外まで拡大した建設コンサルタント業務

【算定方法（概略）】
①有効な入札参加者数に６０％を乗じて得た数を求め、その数を算定数とする。
②入札金額の低い順に算定数分の入札金額について、その平均額を求める。
③②で求めた平均額に８５％を乗じて得た額を当該入札における最低制限価格とする。

１２



② 入札契約制度（全般）について

２－４ 低入札価格調査制度について
【継続実施】
■ 低入札価格調査における『工事成績判断基準』の設定（令和６年度実施）

低入札価格調査を経て契約した工事の成績評定が７５点を下回った場合、当
該工事の完成検査日の翌々月の第１日から１年間は、調査基準価格未満での入
札ができなくなります。 ※低入札価格調査で「失格」扱いとなります。

【工事成績判断基準の確認について】
開札日の過去１年間※に、低入札価格調査を経て契約した工事の完成検査日の翌々月の
第１日がある場合、工事成績判断基準の確認が必要となります。
※過去１年間とは、１年前の同月同日とします。

１３



② 入札契約制度（全般）について

２－４ 低入札価格調査制度について
【継続実施】
■ 低入札価格調査における『調査基準価格』の引き上げ（令和４年度実施）
・中央公契連モデルにおける最新の算定式を採用する改正を実施しています。

※最低制限価格についても、同様の算定式としています。

改正後改正前
× ９７％直接工事費× ９７％直接工事費
× ９０％共通仮設費× ９０％共通仮設費
× ９０％現場管理費× ９０％現場管理費
× ６８％一般管理費等× ５５％一般管理費等

１４



② 入札契約制度（全般）について

２－４ 低入札価格調査制度について
【継続実施】
■ 低入札価格調査における『調査限界価格』の引き上げ（令和５年度実施）
・失格基準となる調査限界価格について、工事の品質確保並びに下請業者へ
のしわ寄せ等を防止するため、埼玉県と同水準まで引き上げています。

改正後改正前
× ９０％直接工事費× ７５％直接工事費
× ８０％共通仮設費× ７０％共通仮設費
× ８０％現場管理費× ７０％現場管理費
× ３０％一般管理費等× ３０％一般管理費等

１５



② 入札契約制度（全般）について

２－５ 契約保証金について
■契約保証金について
【深谷市契約規則第２８条】

契約締結時は、原則として、契約金額の１００分の１０以上の額の契約保証金を
納付することが必要です。なお、当該契約保証金は、履行確認後、還付請求に基づ
き還付いたします。
【深谷市契約規則第２９条（免除規定）−概略−】
・市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき
・過去２年間に、国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回
以上すべて誠実に履行し、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる
とき ※確認資料として当該契約書の写し等の提出が必要となります。

※電子契約の場合は、契約保証の確認ができ次第、電子契約の手続となりますので、
速やかな手続きをお願いします。

１６



② 入札契約制度（全般）について

２－６ 工事成績評定結果活用型入札について

１７

【継続実施】
■ 工事成績評定結果活用型入札とは

建設工事における良質な品質確保及び技術力に優れた事業者の育成を図る
ことを目的として、工事成績評定結果（評定点）を入札参加条件として活用
【優遇措置】します。

■対象とする工事
同一開札日において、業種・格付が同一である案件が３件以上ある場合、

その一部について適用します。



② 入札契約制度（全般）について

１８

■ 優遇業者について
優遇措置の対象事業者とは、入札案件の属する部門（土木関連・建築関

連）において、前年度２件以上の工事を完成させ、成績点の平均点が７５点
以上である者※

２－６ 工事成績評定結果活用型入札について

業 種部 門業 種部 門
建築一式工事
電気工事
管工事
機械器具設置工事
水道設備工事
解体工事

建築関連土木一式工事
舗装工事
とび・土工工事
造園工事

土木関連

※市ホームページに名簿を掲載します。



■優遇措置となる入札
優遇措置として、優遇業者のみが参加可能となる入札を実施します。
なお、競争性確保のため、原則として参加可能となる優遇業者が５者以上

存在することを必要とします。

≪ 工事成績評定結果活用型入札実施要領について≫
市ホームページに掲載していますので、詳しくはこちらのページをご確認ください。
ＵＲＬ：https://www.city.fukaya.saitama.jp/business/nyusatsukeiyaku/osirase/17188.html

１９

② 入札契約制度（全般）について

２－６ 工事成績評定結果活用型入札について

https://www.city.fukaya.saitama.jp/business/nyusatsukeiyaku/osirase/17188.html


２－７ 電子契約の活用について

２０

② 入札契約制度（全般）について

■電子契約とは
従来の紙の契約書を取り交わす代わりに、電子ファイル（PDF形式の契約書）に「電子署名」を施

すことで契約締結を行うもの。

■導入メリット
・印刷、製本コストの削減 ・押印の不要
・受注者の来庁又は郵送等の不要 ・収入印紙添付不要による経費削減
・契約締結までの時間短縮 ・書類の保管スペースの削減

■電子契約の利用率（契約検査課で契約を締結した工事）
１６１件 ／ １７６件 ＝ ９１．５％

今後も電子契約の活用をお願いいたします。



操作方法等に関して不明な点等がある場合は下記サポートセンターへお問い合わせください。

おまかせはたラクサポートセンター（平日・土曜日 ９時から１８時）
電話番号：０１２０−０３１−８３１
※音声アナウンスが流れた後、「３」を押す
※通話開始後、契約者（深谷市）ＩＤを聞かれるので、以下のＩＤを伝える
ＩＤ：０００００２５８６９（ゼロ・ゼロ・ゼロ・ゼロ・ゼロ・ニ・ゴ・ハチ・ロク・キュウ）

電子契約の詳細については、市ホームページをご確認ください。
【 市ホームページ ＵＲＬ 】
https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/somu/k_kensa/tanto/nyusatukeiyaku
/deisikeiyaku/16988.html

２１

② 入札契約制度（全般）について

２－７ 電子契約の活用について

https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/somu/k_kensa/tanto/nyusatukeiyaku


② 入札契約制度（全般）について

２－８ 入札に係る関係規則、様式等について
■入札に係る関係規則等について

入札に参加する際は、
・深谷市契約規則 ・深谷市競争入札参加者心得
・入札参加者の遵守事項 ・深谷市建設工事等一般競争入札（事後審査型）要綱
・深谷市公共工事等電子入札運用基準

その他入札契約関係法令等を熟知したうえで、入札に参加してください。
市ホームページ【入札・契約／様式および規則等／入札契約関係規則】
URL：https://www.city.fukaya.saitama.jp/business/nyusatsukeiyaku/yosikioyobikisokuto/1391741361489.html

■入札に係る様式について
入札等に係る様式は、市ホームページに掲載しています。
必要に応じて適宜ダウンロードしてご使用ください。

市ホームページ【入札・契約／様式および規則等／入札契約関係様式】
URL：https://www.city.fukaya.saitama.jp/business/nyusatsukeiyaku/yosikioyobikisokuto/15223.html

２２

https://www.city.fukaya.saitama.jp/business/nyusatsukeiyaku/yosikioyobikisokuto/1391741361489.html
https://www.city.fukaya.saitama.jp/business/nyusatsukeiyaku/yosikioyobikisokuto/15223.html


③ 令和８年度 入札スケジュールについて

■一般競争入札（電子入札）公告予定日
【建設工事／工事に係る設計・調査・測量業務委託】

・公告文は、電子入札情報公開システム及び市ホームページで公開します。
・仕様書等は、公告日当日から情報公開システムよりダウンロードできます。
・開札日は、公告日から概ね２０日後（土日含む）となります。
・公告予定日は、都合等により変更となる場合があります。
・物品、その他業務委託に係る入札公告は、その都度対象者にメール等でご案内します。

12月11月10月９月８月７月６月５月４月
９２６１４９公

告
予
定
日

１６２１１５１４１２
３０２７２４

【建設工事／工事に係る設計・調査・測量業務委託】

２３



《項 目》

④その他

４−１ 深谷市優秀建設工事表彰式について
４−２ 建設業退職金共済制度について

２４



④ その他

４－１ 深谷市優秀建設工事表彰式について
■開催時期等について

令和８年度につきましても以下のとおり開催する予定です。

【開 催 日】 ７月中（予定）

【開催場所】 市役所本庁舎内会議室

【出 席 者】 受賞者のみ

【表彰対象工事】 前年度完成工事

２５



④ その他

４－２ 建設業退職金共済制度について
■建設業退職金共済制度について

以下の資料を説明会参考資料の中に添付していますので、後ほどご確認く
ださい。
１. 建退共制度のあらまし

※建退共本部ホームページ URL
https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/siryou/pdf/k_aramashi.pdf

２．令和８年度「加入・履行証明書」発行要領
３．現場標識送付依頼状
４．建退共は電子申請がラク／電子申請方式の８つのメリット

２６

https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/siryou/pdf/k_aramashi.pdf


ご不明な点等があれば いつでもご連絡ください
問い合わせ先
深谷市役所 契約検査課
３２番窓口（本庁舎３階）
電 話：０４８−５７４−６６３４（直通）
Eｰmail：k-kensa@city.fukaya.saitama.jp

mailto:k-kensa@city.fukaya.saitama.jp

